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平 成 26 年 度

慶應義塾大学大学院入学試験問題

法 務 研 究 科

小 論 文 試 験

注　意 1.  指示があるまで開かないこと。

2.  この冊子は，問題用紙・メモ用紙を含めて12頁ある。試験開始後ただちに落丁，乱丁等

の有無を確認し，異常がある場合にはただちに監督者に申し出ること。 9～12頁はメモ

用紙である。

3.  受験番号（ 2箇所）と氏名は，解答用紙（表）上のそれぞれ指定された箇所に必ず記入

すること。

4.  解答用紙の※を記した空欄内には何も書いてはいけない。

5.  答案は横書きとし，解答用紙（表）の左上から，小問ごとに順次， 1マスに 1字ずつ書

き進めること。

6.  答案は，黒インクの万年筆またはボールペンで書くこと。下書きの必要があれば，メモ

用紙を利用し，解答用紙を下書きに用いてはならない。

7.  注意に従わずに書かれた答案，乱雑に書かれた答案，解答者の特定が可能な答案はこれ

を無効とすることがある。
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問　題

（ 1） 課題文 Aの筆者は，どのような事態について，いかなる理由により，「真に戦慄（せ

んりつ）すべき事態」と評しているのか。600字以内でまとめなさい。

（ 2） 課題文 Bを参考にしつつ，課題文 Aの筆者の主張について論じなさい。1200字以

上1400字以内でまとめなさい。

【課題文A】

　日本国憲法のもとに，立法権と行政権と司法権があり，国会と内閣と裁判所がある。そ

れは誰でも知っている。たとえば立法権は国会に分配され，国会は立法府として単純多数

決（つまりは過半数の賛成）で法律をつくっている。これも常識だろう。ところが，それ

らとは別に，憲法改正権という，もうひとつの「権力」がある。このことについて，深く

考える機会はなかったかもしれない。

　国民主権をかかげる憲法では，憲法改正権も，立法府に分配されることが少なくない。

立法府は「全国民の代表」とされるからだ。そして，憲法改正に関して，立法府に特別多

数決（たとえば 3分の 2の賛成）を要求する定めをおくと，その憲法は硬性憲法に分類さ

れる。ドイツ連邦共和国の憲法は，連邦制特有の事情もあって戦後60回近く改正されてい

ることで有名だが，上下両院の 3分の 2の賛成が必要であり，典型的な硬性憲法である。

　この点，日本国憲法の場合，憲法改正の発議に関して，通常の立法手続きよりも高いハー

ドル（各議院の総議員の 3分の 2以上の賛成）が課せられている。このハードルの高さゆ

えに，日本国憲法は硬性憲法に分類されるわけである。これに対して，憲法改正の場合に

も，立法府が単純多数決で済ませてしまう憲法がある。これが軟性憲法であり，そこでは，

憲法と法律を区別する意味が，事実上なくなってしまう。

　日本国憲法の改正手続きに特徴があるとすれば，国会が憲法改正を企てた際には，必ず

レファレンダム（国民投票）にかけることを求めている点にある（96条）。憲法前文には，「日

本国民は，正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」とあることから，憲法
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改正権も国会に分配されてよさそうなものだが，憲法はそうはしなかった。これは，国会

が特定の地方自治体を狙い撃ちにする法律をつくった場合に備えて，必ずレファレンダム

（この場合は住民投票）にかけなくてはならない仕組みにしたのと，同様の発想である。

　しかし，憲法改正について実質的な審議を行うのは，国会であることに，変わりがない。

硬性憲法であることの本質は，国会に課せられたハードルの高さにこそある。

　いきなり堅苦しい書き出しになってしまったが，大して難しい話ではないと思う。とこ

ろが，現在の日本政治は，こうした当たり前の論理の筋道を追おうとはせず，いかなる立

場の政治家にも要求されるはずの「政治の矩（のり）」を，踏み外そうとしている。96条

を改正して，国会のハードルを通常の立法と同様の単純多数決に下げてしまおう，という

議論が，時の内閣総理大臣によって公言され，政権与党や有力政党がそれを公約として参

院選を戦おうとしているのである。

　これは真に戦慄（せんりつ）すべき事態だといわなくてはならない。その主張の背後に

見え隠れする，将来の憲法 9条改正論に対して，ではない。議論の筋道を追うことを軽視

する，その反知性主義に対して，である。

　第一に，良き民主政治にとって，「代表」は必要不可欠か，というのは真剣に問う必要

のある問いである。もちろん賛否両論であろう。

　有権者は日頃自分自身の利益を追求するので手いっぱいだから，国民全体の立場から

しっかりと議論をし，公共の利益を追求する「代表」なしには，良き民主政治にはならな

い。これが，日本国憲法が採用する，間接民主制（代表民主制）の論理である。中央政治・

地方政治を問わず，旧来の自民党政治家に，「代表」を飛ばして直接「民意」に訴える，

国民投票や住民投票の導入に懐疑的なタイプの人が多かったのは，その意味では首尾一貫

していた。そして，憲法改正手続きから国民投票をはずすことを主張するならば，その当

否は別として，議会政治家として筋が通っている。

　ところが，今回の改憲提案では，直接「民意」に訴えるという名目で，議会側のハード

ルを下げ，しゃにむに国民投票による単純多数決に丸投げしようとしている。議会政治家

としての矜持（きょうじ）が問われよう。衆愚政治に陥らない民主政治とは何であるかを，

真摯（しんし）に議論する必要がある。
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　そして，目下の改憲提案に従い，改正手続きのすべての局面を単純多数決にそろえると

すると，第二に，これまで単純多数ではなく特別多数による議決を求めてきたのはなぜか，

を問わなくてはならなくなる。もちろん，単純多数決が本当に民主的な決定だと言い切れ

るのか，疑いがあったからである。

　構成員全員が納得して従える，正しい意味で民主的な決定は，全員一致による決定であ

ろう。徹底的に議論し，異論があるなら説得をする。内閣は，戦前も戦後も，したがって

今日も，この方式で意思決定をしているのである。しかし，このやり方は，決定に時間が

かかる。また，メンバーにいわば同調圧力がかかり，異論をもつものは，「窒息」させら

れるか，脱退を余儀なくされる。

　満洲事変の後，国際連盟から日本が脱退をせざるを得なかったのは，連盟が全員一致方

式をとっていたからである。松岡洋右全権代表が議場から退場するシーンは有名であろう。

最近では，鳩山連立内閣で異論を唱えた社民党党首，福島瑞穂氏の例が，記憶に新しい。

はじめは強い同調の圧力がかかり，途中からは排除の圧力がかかった。日本国憲法は，戦

前の反省に基づき，内閣の決定力を補うために，異論をもつ閣僚を罷免（ひめん）する権

限を内閣総理大臣に与えている。当時の鳩山由紀夫首相は，福島氏を罷免することによっ

て，内閣の決定力を回復したのであった。

　そこで，決定力の強い多数決方式が，検討されることになる。あたま数をかぞえるだけ

ですぐに結論を出せる一方，異論をもつものが脱退しなくてよいという利点がある。しか

し，その反面で，多数決は，少数者の抑圧を，原理的に予定している。多数決をするたび

に，半数近くの者が抑圧され，服従を強いられている。それが本当に民主的な決定だとい

えるのか。これは古くからある難問であり，「強行採決」が非難される理由はそこにある。

だからこそ，できるだけ丁寧に議論をし，多数派と少数派はできるだけ歩み寄り，お互い

が納得できるコンセンサスをめざすのである。

　特別多数決も，多数決には違いないが，単純多数決に比べ，討論とコンセンサスの制度

的条件を提供して，民主的決定の質を高めると同時に，異論の余地も残せる利点がある。

その分，時間的なコストは，覚悟の上である。具体的には，日本国憲法はつぎの五つの局

面を想定している。衆参それぞれの議院で行われる，議員の資格を争う裁判で，議席を失
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わせる結論を出す場合。会議を非公開（秘密会）にする場合。院内の秩序をみだした議員

に対して，除名の議決をする場合。衆参両院で結論が食い違った法律案を，衆議院で再議

決して国会全体の議決とする場合。そして，憲法改正の発議をする場合。これらのうち，

はじめの四つについては，「出席議員」の 3 分の 2 で議決できるのに対して，憲法は，憲

法改正についてだけは，さらに「総議員」の 3分の 2にハードルを上げている。

　それは，五つの局面のうち，憲法改正の発議が一番重たい問題であるからにほかならな

い。その際，衆議院だけでなく参議院の賛成が要求されているのも，五つの局面のうち憲

法改正が格段に重要であり，決定に熟議を要するからである。これに対して，現在高唱さ

れている憲法96条改正論は，ほかの四つの局面は放置したまま，憲法改正についてだけ，

通常の立法なみの単純多数決にしようというのである。問題の軽重に照らして，いかに内

容のチグハグな提案であるかは，これだけでも明らかであろう。

　それだけではない。96条改正を96条によって根拠付けるのは論理的に不可能だというこ

とが，第三の，そして最大の問題である。それは，硬性憲法を軟性憲法にする場合であっ

ても，軟性憲法を硬性憲法にする場合であっても，変わりがない。

　たとえば，法律が法律として存在するのは，何故か。法律を制定する資格や手続きを定

める規範が，論理的に先行して存在するからである。同様に，立法府である国会が，憲法

改正を発議する資格をも得ているのは，憲法改正手続きを定めた96条が，論理的に先行し

ているからである。特別多数決による発議に加えて，国民投票による承認が必要，と定め

たのも96条である。憲法改正が憲法改正として存在し得るとすれば，96条が論理的に先行

して存在し，96条によって改正資格を与えられたものが，96条の改正手続きに基づいて憲

法改正を行った結果である。

　それでは，憲法改正条項たる96条を改正する権限は，何に根拠があり，誰に与えられて

いるのだろうか。これが，現下の争点である。結論からいえば，憲法改正権者に，改正手

続きを争う資格を与える規定を，憲法の中に見いだすことはできない。それは，サッカー

のプレーヤーが，オフサイドのルールを変更する資格をもたないのと同じである。

　フォワード偏重のチームが優勝したければ，攻撃を阻むオフサイド・ルールを変更する

のではなく，総合的なチーム力の強化を図るべきであろう。それでも，「ゲームのルール」
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それ自体を変更してまで勝利しようとするのであれば，それは，サッカーというゲームそ

のものに対する，反逆である。

　同様に，憲法改正条項を改正することは，憲法改正条項に先行する存在を打ち倒す行為

である。打ち倒されるのは，憲法の根本をなす上位の規範であるか，それとも憲法制定者

としての国民そのものかは，意見がわかれる。だが，いずれにせよ，立憲国家としての日

本の根幹に対する，反逆であり「革命」にほかならない。打ち倒そうとしているのは，内

閣総理大臣をはじめ多数の国会議員である。これは，立憲主義のゲームに参加している限

り，護憲・改憲の立場の相違を超えて，協働して抑止されるべき事態であろう。

　なかなか憲法改正が実現しないので，からめ手から攻めているつもりかもしれないが，

目の前に立ちはだかるのは，憲法秩序のなかで最も高い城壁である。憲法96条改正論が，

それに気がついていないとすれば，そのこと自体，戦慄すべきことだといわざるを得ない。

出典　石川健治「96条改正という「革命」」朝日新聞2013年 5月 3日

（なお，原文の一部を省略している。）
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【課題文B】

　安倍政権下の国会では憲法改正を巡る論議がいつになく活発だ。

　夏の参院選の結果次第で，安倍首相が公約に掲げる憲法改正がいよいよ現実味を帯びて

くるだろう。

　きょうは，日本国憲法が施行されてから67年目の憲法記念日。日本の内外情勢は激変し

たにもかかわらず，憲法はまだ一度も改正されていない。そんな憲法の在りようを考える

機会としたい。

　憲法改正論議の根底にあるのは安倍首相が指摘するように，「日本人は自身の手で憲法

を作ったことがない」という事実である。

　戦前の大日本帝国憲法は天皇の定めた欽定（きんてい）憲法だ。現行憲法は占領下，連

合国軍総司令部（GHQ）の草案を基に制定された。

　国民自ら国の基本を論じ，時代に合うよう憲法を改正するという考え方は，至極もっと

もだ。読売新聞の世論調査でも1993年以降，ほぼ一貫して憲法改正賛成派が反対派を上回っ

ている。

　憲法改正の核心は，やはり 9条である。

　第 2項の「陸海空軍その他の戦力は保持しない」は，現実と乖離（かいり）している。「自

衛隊は軍隊ではない」という虚構を解消するため，自衛隊を憲法に明確に位置付けるべきだ。

　憲法の改正要件を定めた96条も主要な論点に浮上してきた。

　自民党だけでなく，日本維新の会やみんなの党も96条の改正を公約している。参院選後

の連携を図る動きとしても注目される。この機を逃してはなるまい。

　96条は，憲法改正について衆参各院の総議員の「 3分の 2以上」の賛成で国会が発議し，

国民投票で過半数の賛成を得なければならないと定めている。

　世界でも改正難度の高い硬性憲法と言えるだろう。GHQは，日本で民主主義が確立す

るには時間がかかると考えたようだ。

　自民党の憲法改正草案は，96条の「 3分の 2以上」という要件を「過半数」と改めている。

　国会が改正案の発議をしやすくなるだけで，最終的にその是非を決めるのは国民投票で
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あることに変わりはない。

　民主党は改正手続きよりも，どの条項を改めるかという内容の議論が先だと言う。だが，

自民党などは既に具体的な改正方針を国民に示している。民主党こそ憲法改正について論

議を尽くし，党としての見解を明らかにすべきだ。

出典　「[ 社説 ] 憲法記念日　改正論議の高まり生かしたい　各党は参院選へ具体策を競え」

読売新聞2013年 5月 3日社説

（なお，原文の一部を省略している。）
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